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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
…
…（
同
）…
��

○
令
和
三
年
度
狩
猟
免
許
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
）…
��

○
令
和
三
年
度
狩
猟
免
許
更
新
の
た
め
の
適
性
試
験
及
び
講

習
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�	

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…

…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
地
域
生
活
支
援
課
）…
��

○
平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号
（
東
京
都
の
指

定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融

機
関
）
の
一
部
改
正
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）…
�


○
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
号
（
道
路
交
通
法
第

百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の

一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
警
視
庁
）…
�


○
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
一
号
（
道
路
交
通
法

第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�


訓

令
（
教
）

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�


告

示
（
教
）

○
博
物
館
の
登
録
抹
消
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

規

則
（
公
）

○
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

告

示
（
公
）

○
指
定
講
習
機
関
の
特
定
講
習
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

告

示
（
水
）

○
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都

水
道
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の

指
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
��

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
��

○
令
和
三
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
	�

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
者
の
指
定
の

廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
	�

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
者
の
指
定
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
	�

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び
就
職
…
…（
同
）…
		

正

誤

○
令
和
三
年
三
月
十
七
日
付
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
八
号

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
		

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

福
生
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
三
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
東
京
都
計
量
検
定

所
及
び
指
定
定
期
検
査
機
関
が
検
査
を
実
施

す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区
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新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

羽
村
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
（
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

昭
島
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
三
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

青
梅
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
三
年
六
月
三
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

三
鷹
市
、
町
田
市
、
日
野
市
及
び
多
摩
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
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二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
三
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

青
梅
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、
日
の
出
町
及

び
奥
多
摩
町

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
三
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

昭
島
市
も
く
せ
い
の
杜
一
丁
目
四
番
一

令
和
三
年
三
月
三

十
一
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
（
立
川
市
錦

町
四
丁
目
六
番
三
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
五
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

八
幡
山
ア
パ
ー
ト

（
１４
号
棟
）

世
田
谷
区
八
幡
山
三
丁
目
三
十
七

番

中
層
耐
火

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
３４
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
三
十
一
番

同
右

六
四
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

天
沼
ア
パ
ー
ト

（
２
、
３
、
４
号
棟
）

杉
並
区
天
沼
二
丁
目
三
十
番

同
右

二
九
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

八
七
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｅ－

３７
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
一
丁
目
一
番

同
右

五
六
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｅ－

３８
、
Ｅ－

３９
号
棟
）

同
右

同
右

五
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
四
戸



令和3年4月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第17327号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｅ－

４２
号
棟
）

同
右

同
右

五
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｅ－
４４
号
棟
）

同
右

同
右

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

同
右

同
右

同
右

五
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

第
３
板
橋
富
士
見
町
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

板
橋
区
富
士
見
町
二
十
六
番

同
右

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

西
瑞
江
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
、
７
、
８
号
棟
）

江
戸
川
区
西
瑞
江
四
丁
目
二
十
四

番

同
右

同
右

二
一
〇
戸



（第17327号）東 京 都 公 報令和3年4月30日（金曜日）５



令和3年4月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第17327号） ６



（第17327号）東 京 都 公 報令和3年4月30日（金曜日）７



令和3年4月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第17327号） ８

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17327号）東 京 都 公 報令和3年4月30日（金曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
八
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
２５
号
棟
）

東
大
和
市
清
原
三
丁
目
一
番
地

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

二
六
、
五
〇
〇
円

六
九
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
〇
、
九
〇
〇
円

八
一
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
七
〇
〇
円

九
六
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
六
〇
〇
円

九
六
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
〇
〇
〇
円

一
一
五
、
七
〇
〇
円

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
３０
号
棟
）

東
大
和
市
清
原
一
丁
目
一
番
地

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

二
六
、
五
〇
〇
円

六
九
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
〇
、
九
〇
〇
円

八
一
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
七
〇
〇
円

九
六
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
六
〇
〇
円

九
六
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
〇
〇
〇
円

一
一
五
、
七
〇
〇
円

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
１３
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
三
十
四
番

中
層
耐
火

二
九
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

同
右

同
右

同
右

五
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

同
右

同
右

同
右

五
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
１４
、
１５
号
棟
）

同
右

同
右

四
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
四
戸

鎌
倉
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

葛
飾
区
鎌
倉
二
丁
目
十
七
番

同
右

三
九
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

南
小
岩
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１０
、
１１
号
棟
）

江
戸
川
区
南
小
岩
二
丁
目
四
番

同
右

三
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
〇
戸



令和3年4月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第17327号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
同
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令

和
三
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17327号）東 京 都 公 報令和3年4月30日（金曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
七
百
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

桐
ケ
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

第
１
駐
車
場

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
十

五
番
ほ
か

七
五
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四

十
一
条
に
規
定
す
る
狩
猟
免
許
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
識
試
験

㈠

試
験
の
日
時
及
び
場
所

試
験
の
日
時
及
び
場
所
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

狩
猟
免
許

の
種
類

実
施
期
日

開
始
時
刻

開

催

場

所

名

称

所
在
地

網
猟
免
許
、

わ
な
猟
免

許
、
第
一

種
銃
猟
免

令
和
三
年

八
月
二
十

二
日

午
前
十
時

足
立
区
勤

労
福
祉
会

館

足
立
区
綾

瀬
一
丁
目

三
十
四
番

七
号

許
及
び
第

二
種
銃
猟

免
許

同
右

同
年
十
月

二
日

同
右

府
中
市
市

民
会
館
ル

ミ
エ
ー
ル

府
中

府
中
市
府

中
町
二
丁

目
二
十
四

番
地

同
右

同
年
十
二

月
四
日

同
右

足
立
区
勤

労
福
祉
会

館

足
立
区
綾

瀬
一
丁
目

三
十
四
番

七
号

同
右

令
和
四
年

一
月
二
十

二
日

同
右

同
右

同
右

同
右

同
年
二
月

二
十
六
日

同
右

府
中
市
市

民
会
館
ル

ミ
エ
ー
ル

府
中

府
中
市
府

中
町
二
丁

目
二
十
四

番
地

㈡

試
験
の
内
容

知
識
試
験
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥
獣
の
保
護
管
理
に

関
す
る
知
識
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
九
条
第
一

号
該
当
者
に
対
す
る
知
識
試
験
は
、
猟
具
に
関
す
る
知
識
に
つ

い
て
行
う
。

㈢

対
象
者

東
京
都
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
法
第
四
十
条
に
定
め
る

欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
も
の

二

適
性
試
験

㈠

試
験
の
日
時
及
び
場
所

一
㈠
に
掲
げ
る
知
識
試
験
の
実
施
期
日
及
び
開
催
場
所
に
お

い
て
午
後
零
時
五
十
分
か
ら
行
う
。

㈡

試
験
の
内
容

視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力
に
つ
い
て
行
う
。

㈢

対
象
者

知
識
試
験
に
合
格
し
た
者

三

技
能
試
験

㈠

試
験
の
日
時
及
び
場
所

一
㈠
に
掲
げ
る
知
識
試
験
の
実
施
期
日
及
び
開
催
場
所
に
お

い
て
適
性
試
験
終
了
後
に
行
う
。

㈡

試
験
の
内
容

猟
具
の
取
扱
方
法
及
び
鳥
獣
の
判
別
に
つ
い
て
行
う
。

㈢

対
象
者

適
性
試
験
に
合
格
し
た
者

四

事
前
申
請
手
続

㈠

狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
東
京
電
子
自
治
体
共

同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

（
以
下
「
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
又
は
往
復
は
が

き
に
よ
り
事
前
申
請
を
行
う
こ
と
。
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
よ

る
事
前
申
請
期
間
は
、
実
施
期
日
が
令
和
三
年
八
月
二
十
二
日
、

同
年
十
月
二
日
及
び
同
年
十
二
月
四
日
の
試
験
に
あ
っ
て
は
、

同
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
四
日
ま
で
、
令
和
四
年
一
月

二
十
二
日
及
び
同
年
二
月
二
十
六
日
の
試
験
に
あ
っ
て
は
、
令

和
三
年
十
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
と
す
る
。
往

復
は
が
き
に
よ
る
事
前
申
請
は
、
各
試
験
の
実
施
期
日
に
対
応

す
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
事
前
申
請
期
間
の
末
日
の
消

印
ま
で
有
効
と
し
、
「
令
和
三
年
度
東
京
都
狩
猟
免
許
試
験
の

申
込
み
」
と
明
記
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
鳥
獣
保
護
管
理
担
当
（
郵

便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
九
階
）
に
送
付
す
る
こ
と
。
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ア

住
所

イ

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）

ウ

電
話
番
号

エ

生
年
月
日

オ

五
に
記
載
す
る
狩
猟
免
許
申
請
場
所
の
希
望

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
、
東
京
都
多
摩
環
境

事
務
所
自
然
環
境
課
又
は
東
京
都
支
庁
の
産
業
課
の
う
ち
か

ら
一
箇
所

カ

受
験
希
望
日

令
和
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
四
日
ま
で
の
事
前

申
請
に
あ
っ
て
は
、
同
年
八
月
二
十
二
日
、
同
年
十
月
二
日

及
び
同
年
十
二
月
四
日
の
う
ち
か
ら
第
一
希
望
日
及
び
第
二

希
望
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

令
和
三
年
十
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
の
事

前
申
請
に
あ
っ
て
は
、
令
和
四
年
一
月
二
十
二
日
及
び
同
年

二
月
二
十
六
日
の
う
ち
か
ら
第
一
希
望
日
及
び
第
二
希
望
日

を
記
載
す
る
こ
と
。

キ

受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類

網
、
わ
な
、
第
一
種
、
第
二
種

複
数
選
択
可

ク

有
効
な
狩
猟
免
許
保
有
の
有
無

㈡

事
前
申
請
者
数
が
定
員
（
各
回
百
名
程
度
）
を
超
え
た
場
合
、

抽
選
に
よ
り
五
に
記
載
す
る
狩
猟
免
許
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
を
決
定
し
、
令
和
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
四

日
ま
で
の
事
前
申
請
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
同
月
十
八
日
ま

で
に
、
同
年
十
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
の
事
前

申
請
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
同
月
十
九
日
ま
で
に
狩
猟
免
許

申
請
の
可
否
を
通
知
す
る
。

な
お
、
狩
猟
免
許
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
対
し
て

は
、
申
請
日
時
、
申
請
場
所
、
受
験
日
、
そ
の
他
注
意
事
項
等

を
併
せ
て
通
知
す
る
。

㈢

事
前
申
請
の
対
象
者
は
、
東
京
都
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、

法
第
四
十
条
に
定
め
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

五

狩
猟
免
許
申
請
手
続

㈠

四
の
事
前
申
請
を
行
い
都
か
ら
狩
猟
免
許
申
請
が
で
き
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
狩
猟
免
許
申
請
書
に
所
定
の
事
項
を

記
入
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
え
て
、
都
が
指
定
し
た
申
請

日
時
及
び
申
請
場
所
で
申
し
込
む
こ
と
。

ア

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、

無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ

二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
一
枚

イ

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
と
し
て
、
狩
猟
免
許
の
種
類
ご
と

に
五
千
二
百
円
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
九
条
第
一
号
該
当
者

は
、
狩
猟
免
許
の
種
類
ご
と
に
三
千
九
百
円

ウ

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六

号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
住
所

及
び
氏
名
が
確
認
で
き
る
ペ
ー
ジ
並
び
に
使
用
す
る
銃
の
種

類
等
が
確
認
で
き
る
ペ
ー
ジ
の
写
し
一
通
、
同
号
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
法
第
四
十

条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
を
証

す
る
、
申
請
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
医
師
の
診
断
書
一

通
エ

申
請
前
六
月
以
内
に
交
付
さ
れ
た
住
民
票
一
通
。
た
だ
し
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
不
要

㈡

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可

に
係
る
許
可
証
の
原
本
を
提
示
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

㈠

狩
猟
免
許
試
験
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者
は
、
そ
の
種

類
ご
と
に
狩
猟
免
許
が
与
え
ら
れ
、
当
該
免
許
の
有
効
期
間
は
、

そ
の
試
験
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
の

属
す
る
年
の
九
月
十
四
日
ま
で
で
あ
る
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
、

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
自
然
環
境
課
又
は
東
京
都
支
庁
の
産

業
課
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
性
試
験
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
講
習
（
以
下
「
適
性
試
験
及
び
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
。

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
続

㈠

狩
猟
免
許
更
新
者
は
、
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
所
定
の
事

項
を
記
入
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
え
て
、
令
和
三
年
五
月
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十
七
日
か
ら
同
年
九
月
十
四
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
に
東
京
都
環
境
局
自
然

環
境
部
計
画
課
、
東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
自
然
環
境
課
又
は

東
京
都
支
庁
の
産
業
課
へ
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
等
を
持
参
し

て
申
し
込
む
こ
と
。

た
だ
し
、
本
人
が
直
接
申
請
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

の
カ
に
掲
げ
る
も
の
の
提
出
は
不
要
と
し
、
二
㈡
に
掲
げ
る
適

性
試
験
実
施
日
の
う
ち
、
本
人
が
受
験
を
希
望
す
る
日
の
五
日

前
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
ま
で
に
東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部

計
画
課
又
は
東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
自
然
環
境
課
へ
申
し
込

む
こ
と
。

ア

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、

無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ

二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
一
枚

イ

狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
と
し
て
、
更
新
を
受
け
よ
う

と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
ご
と
に
二
千
九
百
円

ウ

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六

号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
住
所

及
び
氏
名
が
確
認
で
き
る
ペ
ー
ジ
並
び
に
使
用
す
る
銃
の
種

類
等
が
確
認
で
き
る
ペ
ー
ジ
の
写
し
一
通
、
同
号
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
法
第
四
十

条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
を
証

す
る
、
申
請
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
医
師
の
診
断
書
一

通

エ

現
に
受
け
て
い
る
狩
猟
免
状
（
狩
猟
免
状
を
紛
失
し
て
い

る
場
合
は
、
狩
猟
免
状
等
亡
失
届
）

オ

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
認
定

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
が
狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
を
有
す

る
こ
と
を
確
認
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
五
十
九
条
の

二
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
カ

有
効
期
間
更
新
後
の
狩
猟
免
許
交
付
用
封
筒
（
交
付
先
住

所
及
び
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
。
送
料
は
申
請
者
の
負
担
と

し
、
原
則
、
配
達
の
記
録
が
残
る
も
の
と
す
る
。
）

㈡

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可

に
係
る
許
可
証
の
原
本
を
提
示
す
る
こ
と
。

二

適
性
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

本
人
が
申
請
す
る
場
合

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
、
東
京
都
多
摩
環
境
事

務
所
自
然
環
境
課
又
は
東
京
都
支
庁
の
産
業
課
に
お
け
る
狩
猟

免
許
更
新
申
請
時
に
各
窓
口
で
行
う
。

㈡

本
人
が
直
接
申
請
し
な
い
場
合

狩
猟
免
許

の
種
類

実
施
期
日

開
始
時
刻

開

催

場

所

名

称

所
在
地

網
猟
免
許
、

わ
な
猟
免

許
、
第
一

種
銃
猟
免

許
及
び
第

二
種
銃
猟

免
許

令
和
三
年

六
月
二
十

七
日

午
前
十
時

都
議
会
議

事
堂
一
階

都
民
ホ
ー

ル

新
宿
区
西

新
宿
二
丁

目
八
番
一

号

同
右

同
年
七
月

十
七
日

同
右

立
川
市
市

民
会
館
た

立
川
市
錦

町
三
丁
目

ま
し
ん
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ｕ
Ｒ

Ｕ
ホ
ー
ル

第
一
、
第

六
及
び
第

七
会
議
室

三
番
二
十

号

同
右

同
年
八
月

十
五
日

同
右

都
議
会
議

事
堂
一
階

都
民
ホ
ー

ル

新
宿
区
西

新
宿
二
丁

目
八
番
一

号

三

適
性
試
験
の
内
容

㈠

視
力

㈡

聴
力

㈢

運
動
能
力

四

講
習
の
実
施
及
び
内
容

狩
猟
免
許
更
新
申
請
時
に
配
布
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

資
料
を
基
に
、
狩
猟
免
許
更
新
者
が
自
己
学
習
す
る
こ
と
を
も
っ

て
講
習
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
。

㈠

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

令
及
び
鳥
獣
保
護
管
理

㈡

鳥
獣
の
判
別

㈢

猟
具
の
取
扱
い

五

対
象
者

東
京
都
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
当
該
適
性
試
験
及
び
講
習

に
係
る
種
類
の
狩
猟
免
許
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
免
許
の
有
効
期

限
が
令
和
三
年
九
月
十
四
日
ま
で
で
あ
る
も
の

六

そ
の
他

㈠

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
二
㈡
の
開
催
場

所
が
変
更
と
な
る
場
合
は
、
別
途
通
知
す
る
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
、
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東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
自
然
環
境
課
又
は
東
京
都
支
庁
の
産

業
課
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
三
月
一
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
号

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号
（
東
京
都
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び

収
納
代
理
金
融
機
関
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

三
の
表
㈠
の
部
株
式
会
社
三
重
銀
行
の
項
中
「
株
式
会
社
三
重
銀
行
」
を
「
株
式
会
社
三
十
三
銀

行
」
に
改
め
、
同
部
株
式
会
社
第
三
銀
行
の
項
を
削
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の

徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
の
表
中
「
株
式
会
社
中
央
自
動
車
学
校

江
東
区
塩
浜
二
丁
目
八
番
四
号
」
を
「
株
式
会
社
中
央

日
の
丸
総
業
株

丸
自
動
車
学
校

自
動
車
学
校

江
東
区
塩
浜
二
丁
目
八
番
四
号

に
改
め
る
。

式
会
社
日
の

目
黒
区
三
田
一
丁
目
六
番
二
十

七
号

」

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
一
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料

の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
の
表
中
日
の
丸
総
業
株
式
会
社
日
の
丸
自
動
車
学
校
の
項
を
削
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
一
条
の
三
中
「
東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四

号
）
第
二
条
に
定
め
る
教
育
庁
の
分
課
の
う
ち
、
」
を
「
職
務
の
性
質
に
よ
り
特
別
の
勤
務
形
態
に
よ

っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
勤
務
す
る
職
場
以
外
の
職
場
並
び
に
そ
の
他
の
職
場
で
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の

運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
）

部
課
事
業
所

種

別

正
規
の
勤

務

時

間

休
憩
時
間

週
休
日

総
務
部
広
報
統

計
課

広
報
統
計
課

に
勤
務
す
る

職
員

時
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

そ
の
割
振
り
は
、
所
属
長
が
定
め

る
。

㈠

午
前
七
時
か
ら
午
後
三
時
四

十
五
分
ま
で

㈡

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後

四
時
十
五
分
ま
で

㈢

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四

十
五
分
ま
で

勤
務
時
間
中

一
時
間
と
し
、

そ
の
時
限
は
、

所
属
長
が
定

め
る
。

日
曜
日
及

び
土
曜
日

と
す
る
。
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㈣

午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

㈤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で

㈥

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で

㈦

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後

六
時
十
五
分
ま
で

㈧

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
四

十
五
分
ま
で

㈨

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後

七
時
十
五
分
ま
で

㈩

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
七
時

四
十
五
分
ま
で

東
京
都
教
育
相

談
セ
ン
タ
ー

次
長
及
び
教

育
相
談
業
務

に
従
事
す
る

職
員

四
週
間
を
通
じ
一
週
間
に
つ
い
て

平
均
三
十
八
時
間
四
十
五
分
勤
務

す
る
も
の
と
し
、
時
限
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
そ
の
割
振
り
は
、

所
属
長
が
定
め
る
。

㈠

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後

四
時
十
五
分
ま
で

㈡

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四

十
五
分
ま
で

㈢

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で

㈣

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で

勤
務
時
間
中

一
時
間
と
し
、

そ
の
時
限
は
、

所
属
長
が
定

め
る
。

四
週
間
を

通
じ
八
日

と
し
、
所

属
長
が
定

め
る
。

㈤

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後

六
時
十
五
分
ま
で

㈥

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
四

十
五
分
ま
で

㈦

午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後

九
時
十
五
分
ま
で

東
京
都
立
中
央

図
書
館

サ
ー
ビ
ス
部

長
、
企
画
経

営
課
長
、
資

料
管
理
課
長

及
び
情
報
サ

ー
ビ
ス
課
に

勤
務
す
る
職

員

四
週
間
を
通
じ
一
週
間
に
つ
い
て

平
均
三
十
八
時
間
四
十
五
分
勤
務

す
る
も
の
と
し
、
時
限
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
そ
の
割
振
り
は
、

所
属
長
が
定
め
る
。

㈠

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後

四
時
十
五
分
ま
で

㈡

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四

十
五
分
ま
で

㈢

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で

㈣

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
四

十
五
分
ま
で

㈤

午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後

九
時
十
五
分
ま
で

勤
務
時
間
中

一
時
間
と
し
、

そ
の
時
限
は
、

所
属
長
が
定

め
る
。

四
週
間
を

通
じ
八
日

と
し
、
所

属
長
が
定

め
る
。

総
務
課
に
勤

務
す
る
職
員

四
週
間
を
通
じ
一
週
間
に
つ
い
て

平
均
三
十
八
時
間
四
十
五
分
勤
務

す
る
も
の
と
し
、
時
限
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
そ
の
割
振
り
は
、

所
属
長
が
定
め
る
。

㈠

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
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四
時
十
五
分
ま
で

㈡

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四

十
五
分
ま
で

㈢

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で

㈣

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で

㈤

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
四

十
五
分
ま
で

㈥

午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後

九
時
十
五
分
ま
で

東
京
都
立
多
摩

図
書
館

図
書
館
に
勤

務
す
る
職
員

四
週
間
を
通
じ
一
週
間
に
つ
い
て

平
均
三
十
八
時
間
四
十
五
分
勤
務

す
る
も
の
と
し
、
時
限
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
そ
の
割
振
り
は
、

所
属
長
が
定
め
る
。

㈠

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後

四
時
十
五
分
ま
で

㈡

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四

十
五
分
ま
で

㈢

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で

㈣

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で

㈤

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
四

十
五
分
ま
で

㈥

午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後

勤
務
時
間
中

一
時
間
と
し
、

そ
の
時
限
は
、

所
属
長
が
定

め
る
。

四
週
間
を

通
じ
八
日

と
し
、
所

属
長
が
定

め
る
。

九
時
十
五
分
ま
で

備
考

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
本
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
表
中
「
三
十
八

時
間
四
十
五
分
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
一
時
間
」
と
、
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
日
」
と
し
、

本
表
中
「
日
曜
日
及
び
土
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
所
属
長
が
定
め
る
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
一
日
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
博

物
館
に
係
る
登
録
を
抹
消
し
た
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人

ア
ル
カ
ン
シ
エ
ー
ル
美
術
財
団

品
川
区
東
五
反
田
三
丁
目
二
十
番
十
四
号

二

博
物
館
の
名
称

原
美
術
館

三

博
物
館
の
所
在
地

品
川
区
北
品
川
四
丁
目
七
番
二
十
五
号

四

登
録
番
号

第
四
十
五
号

五

登
録
抹
消
年
月
日

令
和
三
年
一
月
十
一
日

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
三
十
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
ア
ド
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
東
京
を
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人

吉
田
秀
雄
記
念
事
業
財
団

中
央
区
銀
座
七
丁
目
四
番
十
七
号
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二

施
設
の
名
称

ア
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
東
京

三

施
設
の
所
在
地

港
区
東
新
橋
一
丁
目
八
番
二
号

四

指
定
年
月
日

令
和
三
年
四
月
三
十
日

五

指
定
番
号

第
六
十
六
号

規

則
（
公
）

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
３
年
４
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
（
平
成
２３年

７
月
１５日

東
京

都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め

る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１４２号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
１４条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
講
習
機
関

か
ら
特
定
講
習
の
休
止
の
許
可
の
申
請
が
あ
り
、
こ
れ
を
許
可
し
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
４
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

指
定
講
習
機
関
の
名
称
、

住
所
及
び
代
表
者
氏
名

休
止
す
る
特
定

講
習
の
種
別

休
止
す
る
期
間

日
の
丸
自
動
車
学
校

目
黒
区
三
田
一
丁
目
６

番
２７号

代
表
取
締
役

富
田

和
佳

普
通
自
動
車
、

大
型
自
動
二
輪

車
、
普
通
自
動

二
輪
車
及
び
原

動
機
付
自
転
車

免
許
に
係
る
初

心
運
転
者
講
習

令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
４
年
３
月

３１日
ま
で
の
間

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号

昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都
水
道
局

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
㈠
納
入
者
か
ら
公
金
を
収
納
す
る
事

務
を
行
う
機
関
の
部
株
式
会
社
三
重
銀
行
の
項
を
削
り
、
同
部
株
式

会
社
第
三
銀
行
の
項
中
「
株
式
会
社
第
三
銀
行
」
を
「
株
式
会
社
三

十
三
銀
行
」
に
改
め
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

調
布
市
上
石
原
三
丁
目
三
十
一
番

四
及
び
同
番
八
か
ら
同
番
十
一
ま

で

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎

府
中
市
是
政
一
丁
目
四
十
八
番
六

の
一
部
、
同
番
七
及
び
同
番
四
十

六
の
一
部

府
中
市
宮
町
一
丁
目
十
九
番
地

の
十

株
式
会
社
大
内
商
事

代
表
取
締
役

大
内

勝
美

西
東
京
市
住
吉
町
二
丁
目
二
千
七

百
五
十
番
一
の
一
部

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二

番
一
号

三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

株
式
会
社

代
表
取
締
役

嘉
村

徹

調
布
市
国
領
町
六
丁
目
八
番
四
及

び
同
番
四
十
三

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎

小
平
市
花
小
金
井
五
丁
目
五
百
八

十
八
番
九
、
同
番
十
四
、
同
番
二

十
四
、
同
番
三
十
一
、
五
百
九
十

番
一
か
ら
同
番
三
ま
で
、
五
百
九

十
一
番
一
及
び
五
百
九
十
二
番
八

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
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舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ヨ
ー
ク
フ
ー
ズ
練
馬
平
和
台
店

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
早
宮
二
丁
目
二
番
二
十
八
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ヨ
ー
ク

四

設
置
者
住
所

江
東
区
青
海
二
丁
目
五
番
十
号
テ
レ
コ

ム
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
西
棟
十
二
階

五

変
更
前
の
店
舗
名

ヨ
ー
ク
マ
ー
ト
練
馬
平
和
台
店

六

変
更
後
の
店
舗
名

ヨ
ー
ク
フ
ー
ズ
練
馬
平
和
台
店

七

変
更
前
の
設
置
者
名

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト

八

変
更
後
の
設
置
者
名

株
式
会
社
ヨ
ー
ク

九

変
更
前
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

十

変
更
後
の
設
置
者
住

所

江
東
区
青
海
二
丁
目
五
番
十
号
テ
レ
コ

ム
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
西
棟
十
二
階

十
一

変
更
前
の
設
置
者

の
代
表
者
名

川
上

達
郎

十
二

変
更
後
の
設
置
者

の
代
表
者
名

大
竹

正
人

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク

十
五

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク

十
六

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

十
七

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

江
東
区
青
海
二
丁
目
五
番
十
号
テ
レ
コ

ム
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
西
棟
十
二
階

十
八

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
上

達
郎

十
九

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

大
竹

正
人

二
十

変
更
日

令
和
二
年
六
月
一
日
ほ
か

二
十
一

届
出
日

令
和
三
年
四
月
一
日

二
十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

二
十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月

三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

萩
原
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
萩
原
商
事

四

設
置
者
住
所

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
二
番
五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト
ほ
か
一
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ほ
か
一
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

港
区
芝
公
園
四
丁
目
一
番
四
号

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

江
東
区
青
海
二
丁
目
五
番
十
号
テ
レ
コ

ム
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
西
棟
十
二
階

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

杉

伸
一
郎

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

大
竹

正
人

十
二

変
更
日

令
和
二
年
六
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
三
年
四
月
一
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月

三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

若
葉
ケ
ヤ
キ
モ
ー
ル

二

店
舗
所
在
地

立
川
市
若
葉
町
一
丁
目
七
番
一
号

三

設
置
者
名

東
神
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
十
七
番
一
号
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五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
二
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
ク
ほ
か
九
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
ク
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

赤
尾

主
哉
（
株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ

ク
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

才
津

達
郎
（
株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ

ク
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
三
年
一
月
二
十
四
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
三
年
四
月
二
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月

三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

令
和
３
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施
に
つ

い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
１３条

の
２３に

規
定
す
る

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
３
年
４
月
３０日東

京
都
知
事

小
池

百
合
子

１
講
習
区
分
及
び
受
講
対
象
者

⑴
講
習
区
分

ア
第
１
区
分
（
給
油
取
扱
所
）

イ
第
２
区
分
（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
）

ウ
第
３
区
分
（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

及
び
移
送
取
扱
所
）

エ
第
４
区
分
（
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵

所
）

オ
第
５
区
分
（
屋
内
貯
蔵
所
、
簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外

貯
蔵
所
及
び
販
売
取
扱
所
）

⑵
受
講
対
象
者

危
険
物
取
扱
者
で
製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業

に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
危
険
物
取
扱
者
で
受
講
を
希
望
す
る

者

２
講
習
の
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

⑴
実
施
日
時

令
和
３
年
６
月
４
日
（
金
曜
日
）
、
同
年
７
月
５
日
（
月
曜

日
）
、
同
年
９
月
２４日

（
金
曜
日
）
、
同
年
１２月

１０日
（
金
曜

日
）
及
び
令
和
４
年
１
月
１９日

（
水
曜
日
）
の
５
日
間

各
日
と
も
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
実
施
場
所

東
京
消
防
庁
立
川
都
民
防
災
教
育
セ
ン
タ
ー

立
川
市
泉
町
１１５６番

地
の
１

３
受
講
申
請
の
受
付
期
間
、
受
付
時
間
及
び
受
付
場
所

⑴
受
付
期
間

令
和
３
年
５
月
６
日
（
木
曜
日
）
か
ら
各
講
習
日
の
７
日
前

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

４
問
合
せ
先

⑴
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

５
そ
の
他

受
講
申
請
書
は
、
各
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

雑

報

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
三
号

令
和
二
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
三
号
に
よ
り
告
示
し
た

東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
者
の
指
定
は
、
令
和
三

年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
し
た
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
四
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
四
月
一
日
付

け
で
、
東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
を
行
う
者
と
し

て
、
理
事
西
村
泰
信
を
指
定
し
た
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日
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東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び
就
職
に

つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
に
次
の
と
お
り
退
職
及
び
就
職
が

あ
っ
た
の
で
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

一

退
職
役
員

役
職
名

氏

名

所

属

退
職
年
月
日

理
事

矢
田
部
裕
文

東
京
都
職
員
共
済
組

合
事
務
局
長

令
和
三
年
三
月

三
十
一
日

同
右

山
手

斉

東
京
都
総
務
局
長

同
日

二

就
職
役
員

役
職
名

氏

名

所

属

就
職
年
月
日

理
事

西
村

泰
信

東
京
都
職
員
共
済
組

合
事
務
局
長

令
和
三
年
四
月

一
日

同
右

黒
沼

靖

東
京
都
総
務
局
長

同
日

正

誤

○
令
和
三
年
三
月
十
七
日
付
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
八
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一

中

後
か
ら四

平
成
二
十
六
年
東

京
都
告
示
第
千
八

百
十
六
号

平
成
二
十
六
年
東

京
都
告
示
第
千
八

十
六
号

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


